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　商業・
※サービス業

製造業・
その他の業種

従業員数

◆共済金の支払は政府が責任をもっ
ていますので安全、確実です。
◆掛金は全額所得控除となり、課税
所得金額から差し引かれます。
◆共済金は退職所得となりますので、
税法上有利になります。

◆常時使用する従業員が20人（商業
と宿泊業・娯楽業を除くサービス業
は５人）以下の個人事業主、及び会
社の役員。
◆個人事業主の「共同経営者」で一定
の要件を満たす方も加入できます。

◆1,000円～70,000円
（500円刻み）
◆加入後の増額、減額が
できます。

節税しながら事業主の退職金の積み立てができる！

小 規 模 企 業 共 済
事業主が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた制度です｡

特　　色 加入できる方は 毎月の掛金
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経営上、法律問題で困ったとき、
お気軽にご利用ください。
商工会議所で無料相談券を発行します。
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必要書類

申請方法

問合せ先

申請締切

2 3かんおんじ商工だより　2024年3月 かんおんじ商工だより　2024年3月

観音寺市との意見交換会を開催

商工会議所の動き

琴弾十日戎祭・および議員新年会開催

エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、
事業の継続を支援するため、支援金を交付します。

交付対象経費（エネルギー経費の合計額）
３０,０００円以上 　６０,０００円未満
６０,０００円以上 　９０,０００円未満
９０,０００円以上 １２０,０００円未満
１２０,０００円以上 １５０,０００円未満

 １５０,０００円以上           

支援金の額
３０,０００円
６０,０００円
９０,０００円
１２０,０００円
１５０,０００円

①市内中小企業者（以下すべてを満たす者）　

　新年恒例の伝統神事「十日戎祭」が1月10日（水)、11時より、琴
弾八幡宮内戎神社にて執り行われました。当日、佐伯市長・大矢市
議会議長をはじめ、国会・県議会議員や市の幹部職員にもご出席
いただく中、当所からも多くの役員、議員が参拝し、商売繁盛、景気
回復を祈願致しました。夕方より場所を第一会館に移し新年の門出
を祝うべく賑やかに開催されました来賓の皆様方からも、当地域の
発展に対するご意見や、商工会議所事業に対する期待等の挨拶を
いただきました。またご出席いただいた来賓、議員間の懇親も図ら
れ、有意義な新年会となりました。

・交付対象者・市内に事業所を有する中小企業者（中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者）
・令和６年１月１日以前から市内で事業を営んでおり、今後も当該事業を市内で継続する意思がある。

②交付対象者市内在住個人事業主（以下すべてを満たす者）
・交付対象者・市内に事業所を有する中小企業者（中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者）
・令和６年１月１日以前から市内で事業を営んでおり、今後も当該事業を市内で継続する意思がある。
③市外在住個人事業主（以下すべてを満たす者）
・市内に事業所を有する個人事業主である。
・令和６年１月１日以前から市内で事業を営んでおり、今後も当該事業を市内で継続する意思がある。

（1）支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）　（2）エネルギー経費申告書（様式第２号）
（3）経費内訳が確認できる書類（領収書等）　　 （4）直近の確定申告書類の写し
（5）誓約書（様式第３号）　　　　　　　　　　（6）支援金の振込先口座が確認できる書類等の写し
（7）本人確認書類の写し（個人事業主のみ）　　 （8）その他、市長が必要と認める書類

【持参の場合】観音寺市役所３階　商工観光課（３８番窓口）まで
【郵送の場合】<宛先> 〒768-8601　観音寺市坂本町一丁目１番１号
　　　　　　　　　商工観光課内　「中小企業者エネルギー支援金」　申請受付　宛

     　　　　　　　　

観音寺市　経済部　商工観光課    TEL 0875－23－3933   （受付時間）８：３０～１７：１５

交付対象者

支援金の額

※申請書類は市役所１階 総合案内、３階 商工観光課、大野原支所、豊浜支所、伊吹支所で配布しています。

令和６年
３月１５日（金)

令和５年度観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金令和５年度観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金

※エネルギー経費とは、電気・ガス・ガソリン・灯油・経由・重油に係る経費です。

※観音寺市ホームページから詳細の確認や
様式のダウンロードができます。→
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/48428.html

①、②、③のいずれも観音寺市内で事業を営むために要した経費のうち、令和５年７月から１２月までのうち任意
の１か月において支払ったエネルギー経費※の合計額が３万円以上であること。

　2月14日、第一会館にておいて、観音寺市との今年度4回目となります意見交換会を開催しました。観音寺市より佐伯市長をはじめ
挽田副市長、関係部長らの出席を賜り、当所からは藤田会頭他、須田・奥田・吉岡副会頭、専務理事および職員3名が出席しました。
　これまで、各部会の正副部会長を交えての意見交換会を開催しておりましたが、今年度最後でもあることから、正副会頭との
意見交換会といたしました。
　始めに藤田会頭及び佐伯市長の挨拶の後、市より「ふるさと納税」「新道の駅」「Kコイン」「市の財政」について説明があり、そ
れぞれの項目ごとに質疑応答をおこない、忌憚のない意見交換がなされました。特に「新道の駅」については、①防災時の役割
　②大型デジタルサイネージの設置の必要性　③中心市街地との連携　④商業者を集めたワークショップの開催等について

質疑があり、③④の項目については、令和7年度より市内事業者と協議を進
めていくとともに、ホームページやLINEでの経過報告を十分にやっていきた
いとの回答を得ました。
　最後に、商工会議所よりの要望として、①今年度実施した「展示会出展補
助事業」について、実施状況を報告し効果が大きかったことから拡大に向け
て補助金の導入　②令和7年度第60回銭形まつりに向けての協力依頼を
お願いし、①については前向きに検討していただけることとなりました。
　佐伯市長からは、商工会議所と連携を深め一体となって市の発展に努め
ていきたいとの言葉をいただくなど、有意義な意見交換会となりました。

お 知 ら せ

かんおんじ創業セミナー  開 催
　　1月16日、23日・30日・2月6日の計4回にわたり、創業希望者の経営知識習得を目的として、今年度2回目となる「かんおんじ
創業セミナー」を開催し、㈱森の経営コンサルタント　森　昭博氏にご講義いただきました。
　創業を希望する方、創業して間もない方など、合わせて30名の方々が参加され、経営の基礎知識に始まり、財務、マーケティ
ング、組織運営など、創業してから経営の現場で必要となる知識を学ばれました。
 また経営者としての姿勢やあり方なども、森講師が自身の経験を交えて熱心に指導してくだ
さり、受講された方も納得して講義を受けられたと思います。
 これから開業される方におかれましては、様々な困難もあるかと思いますが、地道な経営努
力によって事業が発展されていくことを期待しております。

まもなく受付終了お急ぎください！
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青色申告をしましょう！
記帳から決算までのご相談は

事務所　観音寺商工会議所内　☎２５-３０７３

会　長　　高　嶋　唯　裕

観 音 寺 青 色 申 告 会

　それで、、、どうしましょうか？我々が住む香川県観
音寺市。1985年の人口は6万8千人。2030年人は4万8
千人と予想され、人口減少が加速する未来。直近では
物価高騰、人材不足等々の課題が山積み。今も未来も
取り巻く環境はきっと良いこと無し。それでも家族を、
従業員を、自分を守るためにできる事は何なのか？昭
和、平成、令和のどの時代も大変な時期があり、その
現状を直視した上で『どうする？』で越えてきた方々が
身近にいます。極地から復活を遂げた観音寺市の2社、シマ株式会社　取締役　島憲吾氏と有限会社西岡家具店　代表取締
役　西岡政憲氏をお招きし、ドラマか！？という体験談をお話し頂きました。提供する商品・サービスを変え、仕入先、外注先を
変え、いろいろ変えた先に今がある事。人と人のつながりこそが一番の財産であることを学びました。ご参加頂いた皆様、ご登
壇頂いたお二人、ありがとうございます。学んだ事を本業に活かし、地域へと派生できるように頑張りたいと思います。
　余談ですが、当該研修事業は青年部が運営する事業です。そのため、青年部会員の成長につながる事は大前提です。ただ、
せっかくの研修事業です。同じ地域で戦う経営者にとっても役に立つ内容であれば嬉しい限りです。共に学び、共に成長し、共
に勝つ。その一役もこの研修事業が担えると本当に嬉しい限りです。

NextStage委員会副委員長　柳生　紘明

■１２月定例会　どん底の業績からの復活劇。それ、どうやったんですか？
　　　　　　　 ～何を望み、何をあきらめ、何を変え、何を変えないのか～

　今年度１０回目となる経営者セミナーを、去る１月１８日（木）に観音寺商工会議所大ホールにて開催いたしました。今回は、大
阪よりオフィスビジネスブレイン合同会社代表で中小企業診断士の中村安男氏をお招きし、親族内事業承継の戦略について
ご講演いただきました。
　事業承継の要素としては、経営権の承継、資産の承継、知的財産の承継があります。しかし、中小企業ではその約70%以上
が事業承継について経営上の問題として認識しているにもかかわらず、あまり対応できていない現状があるようです。本セミナ
ーでは特に親族内における事業承継に的を絞り、①特徴と課題、②親族内承継の進め方、③その問題点と対策について、事例
とともに考察を加えてお話をいただきました。親族内での考え方の一致点と相違点を心底共有するには、時間をかけながら詰
める作業が重要だということがわかりました。また、継承時期が明確になった後、継承までの目標に向かう時間も必要であるこ

とから、継承には一定の時間を要することも教わりました。
　本講演では、親族内事業承継での失敗事例からの正しい戦略の立て
方を知ることができました。また、事業承継に関する国の補助金を活用
する方法があるので、より一層事業承継が活性化していくものだと感じ
ました。今回はこのような知識を得る機会となり大変うれしく思います。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

NextStage委員会委員長　秋澤　昌宏

■１月定例会　中小企業・小規模企業のための事業承継セミナー
　　　　　　 “次世代へのバトンタッチ” 親族内事業承継の戦略とは

fromfrom

※YEGとは、商工会議所青年部の英語名（Young Entrepreneurs Group  -若き企業家集団-）の頭文字をとったものですが、
    同時に商工会議所青年部のコンセプト（若さ、情熱、広い視野を持った経営者＝Youth,Energy,Generalist）を表しています。

観音寺商工会議所青年部ホームページ    http://www.kan-cci.or.jp/yeg/

青年部だより青年部だより

　会長の庄司でございます。
　昨年１２月１１日（月）、観音寺市役所にて「令和５年度政策提言書手
交式」を開催させていただきました。観音寺市長　佐伯 明浩 様に政策
提言書をお渡しするにあたり、ようやくスタートラインに立つことができた
という喜びと共に、「定住人口の増加による持続可能な観音寺市の実現」
のために提言を１つでも多く実現させなければならないという使命感に
身の引き締まる思いでありました。
　私が会長職をお預かりすることになった際、「変わろう　変えよう　今、
私たちから　―存在意義を明確にし、その存在価値を高めるとき。―」の
スローガンのもと、当会として初めて観音寺市に対する政策提言活動を
行うという方針を掲げました。
　市の現状に対する不安や不平不満を口にするだけでは何も変わらず、何も変えることができない、過去や前例にとらわれず、
挑戦の一歩を踏み出すことこそが、将来の地域社会、地域経済を担うべき商工会議所青年部に求められていることであり、何よ
りもまずなすべきことの一つであると確信していたからです。
　それから約１年間、政策提言委員長の職を託した秋山昌己君を中心に、当会メンバーはもとより中小企業経営者の皆様、市
内中学校の生徒の皆様、国会・県議会・市議会各議員の皆様など、大変多くの皆様のご意見を集約することにより提言書の土
台が築かれ、またブラッシュアップすることができました。そして、藤田尚靖会頭をはじめとする観音寺商工会議所の皆様には、

当初よりご理解とご協力を賜り、大変心強く感じながら活動させて
いただきました。ありがとうございます。
　そして、本年２月１６日には、観音寺市より当会の提言書に対する
回答並びに意見交換の場を設けていただき、提言内容の実現に向
けて引き続き協議を行っていくことを確認させていただきました。
令和６年度の当会の政策提言活動にもぜひご注目いただけますと
幸いです。
　結びに、この度の政策提言活動に対してご支援、ご協力いただい
たすべての皆様に心より御礼を申し上げますとともに、引き続きご指
導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

観音寺商工会議所青年部　会長　庄司　晃弘

■観音寺商工会議所青年部　令和５年度政策提言書手交式
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1月定例会及び新春懇談会
　１月２５日、第一会館において女性会の１月定例会・新春懇談会が開催さ
れました。
朝倉緑会長の年頭の挨拶に続いて議事に入り、３月２４日開催のチャリティ
マルシェ、また次年度本女性会が担当予定の県下商工会議所女性会会員
のつどいの開催要領等につき審議されました。恒例となっていたさくら茶会
がコロナ禍により中断し、地元の賑わいに寄与できればと始めたチャリティ
マルシェも早や３年目となりました。毎回の反省を踏まえながら徐々に軌道
に乗ってきたところかと思います。本年も多くの出店者、来場者の皆様にお
楽しみいただければ幸いです。
　議事に続いて、石川喜美代参与を講師に迎えミニ講演会が開かれました。
設立当時の女性会を知る会員が次第に少なくなり、改めてこの４０年の歴史を振り返る貴重な講演をいただきました。その中で
平成１４年、会員研修旅行で訪れた石川県の女性会の方々の温かいおもてなしが話題となり、被災地の一日も早い復興と、皆
様の暮らしが良い方向に向かうことを祈るとともに、私たち女性会でも協力してゆきたいとの声が上がりました。
　懇談会ではクイズ、ゲーム等で楽しいひとときを過ごし、今年も数々の行事に会員一同力を併せて取り組んで行こうとの決意
を新たにできた新春懇談会でした。

高城　尚子
　

第3回チャリティマルシェ開催

お弁当・お惣菜・スーツ・揚げ物・
野菜・花・雑貨・小物など販売します。
キッチンカーもでるよ～
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決算・確定申告指導

簿記検定・珠算検定に関するお問い合わせは
観音寺商工会議所　２５－３０７３（観音寺市坂本町一丁目１番25号）まで

商店街だより商店街だより

観音寺商店街振興組合によるブランデッドムービー「人間復活」
　観音寺商店街振興組合がメインとなり『観音寺商店街の活性化に向けた、独自ブランド戦略による他地域との差別化及び
認知度向上による地域への誘客と地域消費額の拡大』を目的としたブランデッドムービー「人間復活」を製作しました。

観一生とのワークショップを開催（主管：まちづくりネットワークRe:born.K）
　1月15日(月)19時～駅通自治会館にて観一生とのワークショップを開催いたしました。
4つの班に分かれ、各テーマ【テーマ①メタバース、テーマ②シェアキッチン＆ハウス、テーマ③プリクラ機、テーマ④新たな提
案】に沿って、「ヒト・モノ・カネ・情報」の視点から 実現性／継続できるのかを含めて話し合いました。
　老若男女問わず 様々な角度から意見が飛び交ったため、非常に有意義な時間となりました。今後も高校生と関わっていき、
地域創生の一助となればと考えております。

　中心市街地の活性化、交流・定住人口増加を目指して活動をしているまちづくりネットワークRe:born.K（リボーンドットケイ）
では、毎月第1水曜日の20時から「今宵もはじまりました」をYouTubeにて生配信しております。ゲストを迎え、観音寺の魅力な
ど 地域情報の発信を目的に配信しております。
　是非、ご視聴くださいませ。

▼あらすじ
　感性に優れた著名な写真家が、高校生に写真撮影について語るイベントの講師として観音寺を訪れる。観音寺商店街の人やモ
ノを映像で切り取る生徒たちの視線に触れ、彼は「人間復活」と謎めいた言葉を発する。人はそれぞれ自身の価値観や経験を持っ
ているため、同じ風景や状況でも異なる視点で捉え、感じ取ることがきる。おもしろくてかっこいい、楽しくアカデミックで、感動的
かつ真剣に生きる「人間」の価値観は、時代の空気や地域、文化の中で形成され、さらに未来に向けて変化し続ける。
　誰もが「人間」である以上、「人間復活」とは一体何なのかを考えざるを得ない。果たして「人間復活」とは何なのか？答えは出な
いが、好奇心を刺激する世界観が観音寺には広がっている。

感性に優れた著名な写真家が、高校生に写真撮影について語るイベ
ントの講師として観音寺を訪れる。観音寺商店街の人やモノを映像で
切り取る生徒たちの視線に触れ、彼は「人間復活」と謎めいた言葉を
発する。人はそれぞれ自身の価値観や経験を持っているため、同じ風
景や状況でも異なる視点で捉え、感じ取ることができる。おもしろくて

かっこいい、楽しくアカデミックで、感動的かつ真剣に生きる「人間」
の価値観は、時代の空気や地域、文化の中で形成され、さらに未来に
向けて変化し続ける。誰もが「人間」である以上、「人間復活」とは一体
何なのかを考えざるを得ない。果たして「人間復活」とは何なのか？答
えは出ないが、好奇心を刺激する世界観が観音寺には広がっている。

是非 フォロー と いいね と 拡散をお願いします！！

商店街振興組合のブランデッドムービー
「人間復活」の動画完成のお知らせ

＜番組アドレス＞ https://www.youtube.com/channel/UCEJ2WTNmQciz12VvpdSnlyw

2024年度　各種検定試験スケジュール一覧表
【簿　記　検　定】

お 知 ら せ

回　数
第167回
第168回
第169回
試験会場
試験時間

級
1級～3級
1級～3級
2級～3級
観音寺商工会議所
1級  9:00～12:00　 　2級  13:30～15:00　 　3級  9:00～10:00

検定試験日 申込受付期間
6月9日（日）
11月17日（日）

2025年2月23日（日）

4月22日（月）～ 5月10日(金）
9月30日（月）～ 10月18日(金）

2025年1月6日（月）～ 1月24日(金）

【珠　算　検　定】
回　数
第231回
第232回
第233回
試験会場
試験時間

級
1級～10級
1級～10級
1級～10級
観音寺商工会議所
1級～6級　9：00～9：30　 　7級～10級　9：10～9：30

検定試験日 申込受付期間
6月23日（日）
10月27日（日）

2025年2月9日（日）

5月7日（火）～ 5月17日（金）
9月9日（月）～ 9月20日（金）

12月16日（月）～2025年 1月6日（月）

　全国で骨髄移植による治療を必要とす
る患者さんは約2,000人いる中、ドナー側
が会社を休めず、移植にいたらないケー
スが多くあります。そこで香川県では、ドナ
ー休暇（骨髄提供する場合に取得できる
有給休暇）の普及を促進するため、ドナー
休暇制度を設けている企業等を募集し、
県ホームページ等で紹介しております。

ドナー休暇制度を取得し骨髄等を提
供した場合企業等に対し知事感謝状
を贈呈します！！報道機関に情報提供
の上、贈呈式を行います！！

　確定申告の始まる2月1６日（金）から、観音寺青
色申告会と観音寺商工会議所の共催により、令和
５年分の決算確定申告指導を開催いたしました。

　本指導会は、青色申告会の会員を対象として、
四国税理士会観音寺支部の協力で、毎年2月に開
催しております。当所では、青色申告決算や確定
申告書の作成、日々の記帳の相談、その他税金に
関する相談等も実施しております。

香川県

申出方法等詳細につきましては
以下お問合せ先、または
二次元コードからお願いいたします。

香川県医務国保課 総務・医事グループ TEL: 087-832-3315　E-mail: imu@pref.kagawa.lg.jp
お問合せ先

答：歌留多1月の答え

世 花 歩 林 製 分
語 見 防 生 日 月

リストから漢字を選び、空いたマ
スを埋めてクロスワードを完成
させましょう。ひとつの文字は１
回しか使えません。最後に、Ａ～
Ｃのマスに入る漢字でできる三
字熟語を答えてください。

「失業なき労働移動の実現」をめざして出向・移籍（再就職）を
サポートします。お気軽に相談して下さい。

観一生とのワークショップ
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ドナー休暇制度を設けている企業等を
募集しています！！

ドナー休暇制度を設けている企業等を
募集しています！！

8 9かんおんじ商工だより　2024年3月 かんおんじ商工だより　2024年3月

決算・確定申告指導

簿記検定・珠算検定に関するお問い合わせは
観音寺商工会議所　２５－３０７３（観音寺市坂本町一丁目１番25号）まで

商店街だより商店街だより

観音寺商店街振興組合によるブランデッドムービー「人間復活」
　観音寺商店街振興組合がメインとなり『観音寺商店街の活性化に向けた、独自ブランド戦略による他地域との差別化及び
認知度向上による地域への誘客と地域消費額の拡大』を目的としたブランデッドムービー「人間復活」を製作しました。

観一生とのワークショップを開催（主管：まちづくりネットワークRe:born.K）
　1月15日(月)19時～駅通自治会館にて観一生とのワークショップを開催いたしました。
4つの班に分かれ、各テーマ【テーマ①メタバース、テーマ②シェアキッチン＆ハウス、テーマ③プリクラ機、テーマ④新たな提
案】に沿って、「ヒト・モノ・カネ・情報」の視点から 実現性／継続できるのかを含めて話し合いました。
　老若男女問わず 様々な角度から意見が飛び交ったため、非常に有意義な時間となりました。今後も高校生と関わっていき、
地域創生の一助となればと考えております。

　中心市街地の活性化、交流・定住人口増加を目指して活動をしているまちづくりネットワークRe:born.K（リボーンドットケイ）
では、毎月第1水曜日の20時から「今宵もはじまりました」をYouTubeにて生配信しております。ゲストを迎え、観音寺の魅力な
ど 地域情報の発信を目的に配信しております。
　是非、ご視聴くださいませ。

▼あらすじ
　感性に優れた著名な写真家が、高校生に写真撮影について語るイベントの講師として観音寺を訪れる。観音寺商店街の人やモ
ノを映像で切り取る生徒たちの視線に触れ、彼は「人間復活」と謎めいた言葉を発する。人はそれぞれ自身の価値観や経験を持っ
ているため、同じ風景や状況でも異なる視点で捉え、感じ取ることがきる。おもしろくてかっこいい、楽しくアカデミックで、感動的
かつ真剣に生きる「人間」の価値観は、時代の空気や地域、文化の中で形成され、さらに未来に向けて変化し続ける。
　誰もが「人間」である以上、「人間復活」とは一体何なのかを考えざるを得ない。果たして「人間復活」とは何なのか？答えは出な
いが、好奇心を刺激する世界観が観音寺には広がっている。

感性に優れた著名な写真家が、高校生に写真撮影について語るイベ
ントの講師として観音寺を訪れる。観音寺商店街の人やモノを映像で
切り取る生徒たちの視線に触れ、彼は「人間復活」と謎めいた言葉を
発する。人はそれぞれ自身の価値観や経験を持っているため、同じ風
景や状況でも異なる視点で捉え、感じ取ることができる。おもしろくて

かっこいい、楽しくアカデミックで、感動的かつ真剣に生きる「人間」
の価値観は、時代の空気や地域、文化の中で形成され、さらに未来に
向けて変化し続ける。誰もが「人間」である以上、「人間復活」とは一体
何なのかを考えざるを得ない。果たして「人間復活」とは何なのか？答
えは出ないが、好奇心を刺激する世界観が観音寺には広がっている。

是非 フォロー と いいね と 拡散をお願いします！！

商店街振興組合のブランデッドムービー
「人間復活」の動画完成のお知らせ

＜番組アドレス＞ https://www.youtube.com/channel/UCEJ2WTNmQciz12VvpdSnlyw

2024年度　各種検定試験スケジュール一覧表
【簿　記　検　定】

お 知 ら せ

回　数
第167回
第168回
第169回
試験会場
試験時間

級
1級～3級
1級～3級
2級～3級
観音寺商工会議所
1級  9:00～12:00　 　2級  13:30～15:00　 　3級  9:00～10:00

検定試験日 申込受付期間
6月9日（日）
11月17日（日）

2025年2月23日（日）

4月22日（月）～ 5月10日(金）
9月30日（月）～ 10月18日(金）

2025年1月6日（月）～ 1月24日(金）

【珠　算　検　定】
回　数
第231回
第232回
第233回
試験会場
試験時間

級
1級～10級
1級～10級
1級～10級
観音寺商工会議所
1級～6級　9：00～9：30　 　7級～10級　9：10～9：30

検定試験日 申込受付期間
6月23日（日）
10月27日（日）

2025年2月9日（日）

5月7日（火）～ 5月17日（金）
9月9日（月）～ 9月20日（金）

12月16日（月）～2025年 1月6日（月）

　全国で骨髄移植による治療を必要とす
る患者さんは約2,000人いる中、ドナー側
が会社を休めず、移植にいたらないケー
スが多くあります。そこで香川県では、ドナ
ー休暇（骨髄提供する場合に取得できる
有給休暇）の普及を促進するため、ドナー
休暇制度を設けている企業等を募集し、
県ホームページ等で紹介しております。

ドナー休暇制度を取得し骨髄等を提
供した場合企業等に対し知事感謝状
を贈呈します！！報道機関に情報提供
の上、贈呈式を行います！！

　確定申告の始まる2月1６日（金）から、観音寺青
色申告会と観音寺商工会議所の共催により、令和
５年分の決算確定申告指導を開催いたしました。

　本指導会は、青色申告会の会員を対象として、
四国税理士会観音寺支部の協力で、毎年2月に開
催しております。当所では、青色申告決算や確定
申告書の作成、日々の記帳の相談、その他税金に
関する相談等も実施しております。

香川県

申出方法等詳細につきましては
以下お問合せ先、または
二次元コードからお願いいたします。

香川県医務国保課 総務・医事グループ TEL: 087-832-3315　E-mail: imu@pref.kagawa.lg.jp
お問合せ先

答：歌留多1月の答え

世 花 歩 林 製 分
語 見 防 生 日 月

リストから漢字を選び、空いたマ
スを埋めてクロスワードを完成
させましょう。ひとつの文字は１
回しか使えません。最後に、Ａ～
Ｃのマスに入る漢字でできる三
字熟語を答えてください。

「失業なき労働移動の実現」をめざして出向・移籍（再就職）を
サポートします。お気軽に相談して下さい。

観一生とのワークショップ
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法律相談 税務相談 年金相談 専門経営相談

〒768-0067　香川県観音寺市坂本町一丁目１番25号
ＴＥＬ　（0875）２５－３０７３ ㈹
ＦＡＸ　（0875）２４－０５２６
ＵＲＬ   http://www.kan-cci .or. jp/
 E-mail　 info@kan-cci .or. jp

　商業・
※サービス業

製造業・
その他の業種

従業員数

◆共済金の支払は政府が責任をもっ
ていますので安全、確実です。
◆掛金は全額所得控除となり、課税
所得金額から差し引かれます。
◆共済金は退職所得となりますので、
税法上有利になります。

◆常時使用する従業員が20人（商業
と宿泊業・娯楽業を除くサービス業
は５人）以下の個人事業主、及び会
社の役員。
◆個人事業主の「共同経営者」で一定
の要件を満たす方も加入できます。

◆1,000円～70,000円
（500円刻み）
◆加入後の増額、減額が
できます。

節税しながら事業主の退職金の積み立てができる！

小 規 模 企 業 共 済
事業主が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた制度です｡

特　　色 加入できる方は 毎月の掛金

５人以下

20人
以下

　商業・
※サービス業

製造業・
その他の業種

従業員数

◆共済金の支払は政府が責任をもっ
ていますので安全、確実です。
◆掛金は全額所得控除となり、課税
所得金額から差し引かれます。
◆共済金は退職所得となりますので、
税法上有利になります。

◆常時使用する従業員が20人（商業
と宿泊業・娯楽業を除くサービス業
は５人）以下の個人事業主、及び会
社の役員。
◆個人事業主の「共同経営者」で一定
の要件を満たす方も加入できます。

◆1,000円～70,000円
（500円刻み）
◆加入後の増額、減額が
できます。

節税しながら事業主の退職金の積み立てができる！

小 規 模 企 業 共 済
事業主が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた制度です｡

特　　色 加入できる方は 毎月の掛金

５人以下

20人
以下
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4月2024年
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………………… 4～5

かんおんじ商工だより　2024年3月かんおんじ商工だより　2024年3月

令和6年

3月
弥生

経営上、法律問題で困ったとき、
お気軽にご利用ください。
商工会議所で無料相談券を発行します。

※但し、相談に応じられない場合があります。
中野 俊徳 弁護士  ・  高城 智子 弁護士

5・7・9・11・12・1月
第４月曜日
13時～16時

山地会計事務所

偶数月第２月曜日
10時～15時

観音寺信用金庫

希望日　10時～16時

中小企業診断士
香川県

中小企業診断士協会（ ）

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

春分の日

四国
商工会議所
ブロック会議
決算確定申告
指導
青年部役員会

決算確定
申告指導
銭形まつり
協賛会

令和６年度
新入社員
研修講座

令和６年度
新入社員
研修講座

昭和の日

正副会頭会
女性会定例会

青年部経営者
セミナー

青年部定例会

常議員会・
通常会員総会

観音寺市
中小企業
振興審議会

日本
商工会議所
会員総会

女性会
チャリティ
マルシェ

新ビジネス
チャレンジ
応援塾

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30

表紙写真撮影

タイトル：春の足音

撮影者：竹内　勉
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